
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
九
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口

　

頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）
の
一
部
改
正 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
告
示
内
容
の
掲
示 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

三

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

　
　

四

〇
警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
附
則
第
五
条

　

に
規
定
す
る
審
査
の
実
施 

　
　

五

 
告

示

○
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

　

平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
九
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
個
人
情
報
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
狩
猟
免
許
試
験
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
調
理
師

試
験
の
項
中 

を 

に
改
め
る
。

○
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

○
宮
城
県
告
示
第
六
百
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

「

環
境
生
活
部
自
然
保
護

課
及
び
受
験
者
の
住
所

地
を
所
管
す
る
地
方
振

興
事
務
所
森
林
管
理
班

（
登
米
地
方
振
興
事
務

所
及
び
気
仙
沼
地
方
振

興
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、

林
業
振
興
班
）

」

「

環
境
生
活
部
自
然
保
護

課
並
び
に
受
験
者
の
住

所
地
を
所
管
す
る
地
方

振
興
事
務
所
林
業
振
興

部
（
気
仙
沼
地
方
振
興

事
務
所
に
あ
っ
て
は
農

林
振
興
部
）
及
び
地
方

振
興
事
務
所
地
域
事
務

所
林
業
振
興
部

」

「

保
健
福
祉
部
健
康
推
進

課

」

「

保
健
福
祉
部
健
康
推
進

課
及
び
保
健
福
祉
事
務

所（
地
域
事
務
所
含
む
。

た
だ
し
、
仙
台
保
健
福

祉
事
務
所
に
あ
っ
て
は

塩
釜
総
合
支
所
、
岩
沼

支
所
及
び
黒
川
支
所
）

」

（1）　 平成20年５月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1961号　　 
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事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
一
四
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

仙
台
北
地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
童
子

沢
二
十
一

設　

置

者

名

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年

四
月
三
十
日

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日



○
宮
城
県
告
示
第
六
百
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
波
路
上
杉
ノ
下
二
の
一
、
二
の
五
、
波
路
上
向
原
四
の
三
・
四
の
四
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）　

○
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
付
け
十
九
森

整
第
七
百
十
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
加
美
町
役
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

加
美
郡
加
美
町
北
川
内
字
小
川
入
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
一
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
の

五
、
一
の
六
、
一
の
九
、
一
の
一
〇
、
一
の
一
二
、
一
の
一
三
、
一
の
一
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一

の
一
六
か
ら
一
の
二
二
ま
で
、
一
の
二
八
か
ら
一
の
三
五
ま
で
、
一
の
三
七
か
ら
一
の
四
四
ま
で
、
一
の
四
八
、
一

の
五
一
、
一
の
五
二

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
�
　

加
美
郡
加
美
町
北
川
内
字
金
山
屋
敷
一
番
地　
　
　

尾
形
栄
鋭

　
�
　

加
美
郡
加
美
町
北
川
内
字
前
の
原
屋
敷
四
番
地　
　

橋
本
穗

三　

通
知
の
内
容

    
一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号
で
告
示
し
た
と
お
り
保
安
林
の
指
定

施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

○
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

第1961号　平成20年５月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

寺　
　
　
　
　

島

羽　
　
　
　
　

生

山　
　
　
　
　

下

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業

特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
迫
建
設

及
川　

勝
雄

株
式
会
社
中
島
組

中
島　

廣
二
郎

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
新
駒

木
袋
三
百
五
十
五－

一

石
巻
市
羽
黒
町
一
丁
目
二

－

十
七

建

設

業

許

可

番

号

特－

十
八

第
三
百
六
十
一

号般－

十
八

第
六
百
十
一
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

土
木
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

石
工
事
業

ほ
装
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

塗
装
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

土
木
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

石
工
事
業

ほ
装
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

造
園
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

　

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

　
　

四
月
十
七
日



 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　
　

長　
　

土　
　

井　
　
　
　
　

敏　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
二
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
五
月
一
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
気
仙
沼
商
会　

気
仙
沼
市
魚
市
場
前
四
番
二
十
一
号

五　

落
札
金
額　

一
千
百
十
五
万
一
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

（3）　 平成20年５月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1961号　　 

小
野
工
務
店
株
式

会
社
小
野　
　

寛　

鳴
子
土
建
株
式
会

社遊
佐　
　

亘

株
式
会
社
鈴
木
建

業鈴
木　

洋
志

栗
原
市
鶯
沢
袋
寺
畑
前
百

二
十

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
上
鳴

子
八
十
一

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
井
戸

井
前
八
十
五－

二

般－

十
七

第
七
百
二
十
六

号般－

十
八

第
二
千
二
百
七

十
四
号

般－

十
九

第
九
千
八
百
十

六
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

建
築
工
事
業

大
工
工
事
業

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

土
木
工
事
業

建
築
工
事
業

大
工
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

石
工
事
業

管
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

鋼
構
造
物
工
事
業

鉄
筋
工
事
業

ほ
装
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

塗
装
工
事
業

造
園
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

造
園
工
事
業

平
成
二
十
年

　

四
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

　

四
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年

　
　

四
月
十
六
日

株
式
会
社
東
北
ダ

ル
ト
ン

柴
田　

秀
勝

有
限
会
社
オ
イ
カ

ワ
技
建

及
川　

勝
治
郎

大
和
恵
商
事
株
式

会
社
伊
藤　

惠
子

有
限
会
社
キ
タ
ハ

ラ武
田　

三
夫

株
式
会
社
フ
ジ
建

材藤
原　

誠

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代

一
丁
目
十－

十
三

登
米
市
東
和
町
米
川
字
山

根
百
九
十
二

仙
台
市
太
白
区
中
田
二
丁

目
十
四－

十
五

塩
竈
市
向
ヶ
丘
十
一－

六

Ｄ
Ａ
Ｎ
ロ
マ
ン
イ
サ
ワ
二

百
二
号

気
仙
沼
市
上
田
中
一
丁
目

二－

十
五

般－

十
五

第
一
万
五
千
百

八
十
七
号

般－

十
六

第
一
万
五
千
六

百
五
十
八
号

般－

十
七

第
一
万
五
千
九

百
六
十
七
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
百

十
六
号

般－

十
六

第
一
万
七
千
百

七
十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

管
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

機
械
器
具
設
置
工

事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

土
木
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

管
工
事
業

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

塗
装
工
事
業

防
水
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

建
築
工
事
業

平
成
二
十
年

　

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

　
　

四
月
十
八
日

平
成
二
十
年

　

四
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年

　
　

四
月
三
十
日

平
成
二
十
年

　
　

四
月
十
六
日

協
和
内
装
有
限
会

社佐
藤　

和
広

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二

丁
目
十
六－

六

般－

十
七

第
一
万
七
千
五

百
六
十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

建
築
工
事
業

大
工
工
事
業

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
年

　
　

四
月
十
七
日

届
出
者
の
名
称

川
崎
町

地　

区　

名

清
水
河
原

事

業

の

名

称

元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金
事

業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
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〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
85号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
20年

５
月
27日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長
　
　
藤
　
　
�
　
　
三
郎
助
　
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
日

　
平
成
20年

７
月
２
日
（
水
）
か
ら
平
成
20年

７
月
10日

（
木
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）
の
７
日
間

（
７
月
２
日
か
ら
同
月
９
日
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
６
日
間
は
、
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、

同
月
10日

は
、
午
前
９
時
00分

か
ら
午
後
２
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
２
時
30分

か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
　
受
講
対
象
者
は
、
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

�
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。）

に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

�
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と

い
う
。）に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

�
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

�
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２

級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

５
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
20年

６
月
12日

（
木
）
か
ら
平
成
20年

６
月
25日

（
水
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）
の
10日

間

（
毎
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
00分

ま
で
）。
た
だ
し
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通
及
び
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

イ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警

備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
ウ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例 （
平
成
12年

条
例
第
21号

）第
２
条
第
１
項
の
表
第
63の

項
に
基
づ
き
、47,000
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円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線

3184）

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
86号

　
警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16年

法
律
第
50号

）
附
則
第
５
条
に
規
定
す
る
審
査
の
う
ち
、
警
備
員

等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第

７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
者
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
20年

５
月
27日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長
　
　
藤
　
　
�
　
　
三
郎
助
　
　
　

１
　
審
査
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

�
　
検
定
規
則
第
１
条
第
４
号
に
規
定
す
る
工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る

負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
交
通
の
誘
導
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
交
通
誘
導
警

備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

�
　
検
定
規
則
第
１
条
第
５
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
警

戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

�
　
検
定
規
則
第
１
条
第
６
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発

生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

２
　
実
施
期
日

　
�
　
前
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
に
係
る
１
級
の
審
査

　
　
　
平
成
20年

６
月
27日

（
金
）
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
１
時
00分

ま
で

　
�
　
前
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
に
係
る
２
級
の
審
査

　
　
　
平
成
20年

６
月
27日

（
金
）
午
後
１
時
30分

か
ら
午
後
５
時
00分

ま
で

３
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
高
森
２
丁
目
１
番
地
の
39

　
　
仙
台
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
 

４
　
審
査
定
員

　
　
前
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
ご
と
に
１
級
・
２
級
そ
れ
ぞ
れ
30人

５
　
審
査
対
象
者

　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
検
定
規
則
附
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。

　
�
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級

　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
（
以
下
「
旧
検
定
」

と
い
う
。）
の
交
通
誘
導
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
（
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合

格
し
た
者

　
�
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級
 

　
　
　
旧
検
定
の
核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
�
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
 

　
　
　
旧
検
定
の
貴
重
品
運
搬
警
備
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
�
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
２
級
 

　
旧
検
定
の
交
通
誘
導
警
備
に
係
る
旧
１
級
検
定
又
は
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級（
以
下「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

　
�
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級
 

　
　
　
旧
検
定
の
核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
旧
１
級
検
定
又
は
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
�
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
 

　
　
　
旧
検
定
の
貴
重
品
運
搬
警
備
に
係
る
旧
１
級
検
定
又
は
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
者

６
　
審
査
内
容

　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
種
別
の
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
（
学
科

試
験
は
実
技
試
験
の
前
に
行
い
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。）

７
　
審
査
申
請
手
続

　
�
　
審
査
申
請
の
受
付
期
間
 　

　
平
成
20年

６
月
６
日
（
金
）
か
ら
平
成
20年

６
月
19日

（
木
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
。）
の
10日

間

（
毎
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
00分

ま
で
）。
た
だ
し
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
審
査
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
請
書
の
提
出
先

　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
警
察
署
生
活
安
全
課
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
提
出
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は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
ア
　
宮
城
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者

　
　
　
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
イ
　
宮
城
県
内
に
住
所
地
を
有
し
な
い
警
備
員
で
、
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
し
て
い
る
も
の

　
　
　
　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
ウ
　
宮
城
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
警
備
員
で
、
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
し
て
い
る
も
の

　
　
　
　
住
所
地
又
は
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

エ
　
前
記
ア
か
ら
ウ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
か
ら
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格

証
（
以
下
「
旧
検
定
合
格
証
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

　
　
　
　
旧
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
警
察
署
生
活
安
全
課

　
�
　
提
出
書
類

ア
　
審
査
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
）　
１
通

イ
　
旧
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

ウ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
。）　

１
葉

エ
　
そ
の
他

�
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
　

１
通

�
　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
は
、
当
該
営
業
所
に
属
す
る

こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

�
　
旧
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
　

１
通

　
�
　
審
査
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
第
70の

２
項
に
基
づ
き
、

4,700円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
審
査
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

８
　
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
審
査
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
受
験
す
る
と
き
は
、
当
該
審
査
に
係
る
旧
検
定
合
格
証
を
持
参
す
る
こ

と
。

９
　
そ
の
他

　
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線


